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抄録 :北西 ドイツのベルム (Belm)教区では、1650年 と1830年のあいだに人口は 3倍に

なったけれども、農民保有地の数は変わらないままであった。土地をもたない新しい階級

が出現したのである。亜麻織物生産のかたちをとったプロトエ業化が農業所得を補った。

この論文は、人口学的行動と世帯構造における社会階層間の差異の概要を描く。考察の対

象となるのは社会的流動性と配偶者の選択であり、さらに、土地保有家族と土地なし家族

を結びつけていた経済的・非経済的な紐帯も、詳しく調べられる。本稿は最後に、土地保

有農民および土地をもたない下層民にとって親族がどれほど重要であったかを問題にし、

一階級内あるいは複数階級に跨る親族関係が諸階級の形成において重要な要因であったで

あろうことを示唆する。

近世ヨーロッパにおいて、異なった構造をもった農村地域は、まったく違った人口学的・社会的

発展を経験した1。 ヨーロッパ全体としては人口が増加したにもかかわらず、農民保有地の数が一

定不変にとどまり、住民数も停滞した農村地域があった。 ドイッにおいては、北海沿岸の湿地地帯

にそうした事例が見出されるもそこでは、共有地の分割もなければ、農業の集約化もあまり行われ

なかった (Norden 1984;cfo Hinrichs,Kramer and R6inders 1988,pp.17-68)2。 その他の農村

地域は、急激な人口増加を経験した。プロトェ業化 (prOto― industrializatiOn)の 影響を受けた地

域が特にそうであった (Mendels 1972,Kriedte,Medick,and Schlumbohm 1981,p.74)。 し

かしながら、同じく人口が増加した地域でも、社会の発展は違った仕方で進んだ。保有地が細分化

をくり返し、大抵の家族の所有地はますます小さくなっていったところがあった。例えば南西 ドイ

1参考文献は最小限にとどめてある。詳細な記述と史料の引用は、ベルム教区に関する拙者に載るであろう。
それは、1992年 または1993年 に、ゲチンゲンの出版社 VandenhOeck&Ruprbchtか らVerёffentlichungen
des Max_Planck_Instituts ftr Geschichteシ リーズの一冊として出版されるであろう。

2 cf.Fauve―ChattOux 1981,esp.pp.51-53;Collomp 1988,esp.p.70;南 フランスの事例については
Collolnp 1983.
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ツのある村では、17世紀半ばから18世紀末期にかけて住民数は 3倍になったけれども、財産分布の

不平等の程度は変化しなかった (Sabean 1990,pp.40-41,60-62,454-458,256-257)。 別のところ

では、保有地の数は変わらず、そのため人口増加にともなって土地をもたない新しい階級が現われ

た。これらの場合のそれぞれにおいて、人口学的パターンと家族戦略は非常に異なっていたにちが

いない。この論文は、最後に挙げたタイプの発展コースの概要を描く。

ベルム教区 :一般的特徴

この研究の対象であるベルム教区は9村落から成り、各村には緩やかなまとまりをもつ農民保有

地の核があり、一つないし複数の農家群や孤立荘宅がそれをとりまいていた。ベルムはオスナブリュッ

ク市の北東 4キ ロメートルと12キ ロメートルのあいだに位置し、1800年頃まではオスナブリュック

図 1 オスナプリュック候司教領
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侯司教領 (the prince― bishopric of Osnabrick)の一部を形成 していたが、同司教領は1815年 に

ハノーファー王国に併合された (図 1を参照)。

ベルム教区の人口は、17世紀半中葉か ら増加 し続け、1830年頃までに 3倍になった (図 2)。

1651年におよそ1300人の住民を数えたが、1833年までにその数は約3850人 に増加 した。 しかしその

後、北アメリカヘの大量移住によっていくぶん減少 した (cfo Kamploefner 1987)。

図2 ベルム教区 :住民数 (1650年 頃～1900年頃)
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ベルム教区では、人口増加にともなって農民によって私有される土地面積がかなり増加した (図

3)。 農民保有地の総面積が1667年 と1723年のあいだに実際に 3倍になったかどうかは、われわれ

には分からない。というのは、われわれが利用できる1677年の史料は完全には信頼できないからで

ある。とはいえ、農民保有地はかなり増加したにちがいない。それでも、1723年に農民によって私

有されていたのはベルム教区の全面積のわずか36%に すぎなかった。残余の一部は、騎士領

(Rjιιθrgじι,manor)や 教会 (こ れらの割合を大ざっぱに量で示すことができるのは1806年になっ

てからである)のような税を免除された所有者に属していた。全面積の半分をかなりこえる部分が

共有地で、その大部分をおおっていたのは、荒野や雑木林、濫伐のためにますます消滅しつつあっ

た森林地帯であった。共有地は農民の私有地を補完するうえで重要であった。共有地は、放牧場と

して役立ち、肥料としての芝土を供給し、暖房や建築のための木材を生産した。農民の私有地が増
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民
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えるときはいつでも、不可避的にその犠牲となったのは共有地であった。1723年 と19世紀への転換

期のあいだに、農民私有地の総面積はおよそ50%増加 したが、それでも1806年に共有地はまだ総面

積の43%を 占めていた。共有地がほぼ完全に分割 しつくされたのは、その後30年間にわたる農業改

革のあいだにおいてであった。

図3 ベルム教区 :全面積に占める農民私有地の比率 (1667年、1723年、1806年 )

1667 1723 1806

一見したところ、この経過全体は比較的滑らかでバランスのとれた発展のように見える。農民の

私有地の拡大はほぼ人口の増加に見合っていた。私有地は共有地より集約的かつ効率的に利用され

るように見えるし、養わねばならぬ人口数が増えるにつれて農業は発展したように思われるであろ

う。しかし実をいえば、この農村社会の発展は穏やかでも均整のとれたものでもなかった。

16世紀半ばから19世紀半ばまでを通じて、大農民保有地の総数 (そ れは約100で、この地域では

《Vollerbe》 および 《Halberbe》 と呼ばれた)は、事実上変わらなかった (図 4)。 これらの農民

保有地の数は、農民私有地の全体的な拡大によつて増えもしなかったし、細分化によって減りもし

なかった。さらに驚くべきことに、小保有地 (通常 《Erbkё tter》 および 《Markk6tter》 と呼ば

れた)の数もほぼ一定不変で、共有地の分割が行われた時期に若千の増加が見られたにすぎなかっ

た3。 これが意味するのは、この数世紀にわたつて共有地から取られたほとんどすべての土地が既

存の保有地に付加されたということである。したがって、人口増加の過程で新たにつけ加わった世

帯は、すべて土地をもたない世帯であった。世帯総数に占めるこれらの世帯の割合は、17世紀半ば

3ド ィッの他の地域 については Mayhew,pp.122-130.
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図4 ベルム教区 :世帯数と社会的階層分化 (1500年頃～1860年頃)

……      `V"      :ユ υ 年

の 3分の 1か ら1812年の69%に上昇した。

社会的発展がこうしたコースをたどった一つの重要な理由は、農民保有地が分割されずに相続さ

れたということである。この地域における単独相続 (impartible inheritance)の 起源を跡づける

ことはこの研究の範囲外にあるが、領主 (Gr“んんごんοrr,manoria1 lords)と 領邦君主がともに単

独相続に強い関心を抱いていたことは明白である。かれらの観点からすれば、多数の貧しい農民か

らよりも、限られた数の大保有地からのほうがt多 くの地代と税を徴収することができた。オスナ

ブリュック領邦では、すべての農民がただ 1人の領主に従属している村落は皆無であったが、領主

の地位はエルベ川以西のドイッの他の多くの地域よりも強かった。単独相続の結果として保有地の

総数は不変にとどまった。そのうえ好都合なことには、ほとんどすべての個々の農場を数世紀にわ

たって跡づけることができる。集計的なレベルでは、1667年から1806年にいたるまで、個々の所有

者への農民私有地の相対的分布にはあまり変化がなかった。1667年にも1806年にも、規模の順に並

べて、下位半数の農場の合計面積が私有地に占める割合はわずか12%にすぎず、上位四半数の農場

の合計面積が全体の50～60%を構成 していた。各農場の規模は絶対的に拡大したけれども、個々の

農現の規模別順位はほんの少ししか変化しなかった。1806年には、大保有地 (《Vollerbe》 および

《Halberbe》 )は 99ヘ クタールを最大として平均27.5ヘ クタールであったのにたいし、イヽ保有地の

平均はわずか3.1ヘ クタールにすぎなかった。

土地をもたない世帯の定住を認めるべきか否かは、16世紀末から17世紀初めと、もう一度17世紀

半ばの30年戦争終結後の両時期に激しく争われた問題であった。この論争は、国家のレベルでは、

世
帯
数
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領邦君主である司教、彼の役人、および身分制議会によって行われた。多分それ以前にこの問題は、

地方のレベルにおいて、領主と農民が集まって森林裁判 (昴Jzgοricんι,“court of the wood")を

開いていたベルム教区の村落で議論されていた。再三再四、農民は土地をもたない世帯に住居を貸

し与えることを禁じられた。この教区のどこかの村で生まれた土地をもたない人々についてしか、

例外は認められなかった。領邦君主である司教、身分制議会、および地方の領主は、あまりにも多

くの貧しい人々が剰余を減らしたり、税や地代収入を減少させたりしないよう気づかった。同様に

土地保有農民も、土地をもたない人々の定住によって共有地が限度をこえて酷使されることをこぞっ

て心配した。土地をもたない者たちが自分たちの鵞鳥や豚を共有地で飼い、そこの薪を盗むことは

避けられなかった。しかしながら、法令が何度もくり返し出されたにもかかわらず、個々には、土

地をもたない人々を受け容れる土地保有農民があとを断たなかった。この論争は17世紀末にすっか

り決着した。土地をもたない住民と共存する生き方 (れοごじs υjυθんαj)が見出されたのである。か

れらは、村 (local community)か ら追い出されはしなかったけれども、同時になにがしかのイヽ保

有地を手に入れることもできなかった。そのかわり、ホイアーリング制 (∬υ
“
θrJjんg system)が

創設された。 そしてそれは、変容 しなが らも1950年代にいたるまで存続 した (Wrasmann

1919-1921;隣接地域については Mooser 1984)。 その基本的な特徴は、土地保有農民がホイアー

リング (雇うという意味の 《heuern》 に由来する)に一片の土地と小屋を賃貸するという点にあっ

た。これにたいして、ホイアーリングは賃貸料を現金で支払わねばならず、ホイアーリングとその

妻は、要求があればいつでも、彼の地主 (landlord)で ある農民の農場で「手助け」 (“help")を

しなければならなかった。かれらの労働はしばしば支払いを受けず、かれらが地主のために働かね

ばならない日数はそもそもはっきりと規定されていなかった。他方で、かれら自身の経済的資源が

あまりにも乏しい場合には、かれらは地主のなんらかの援助を当てにすることができた。例えば、

耕作や役畜なしではできないその他の仕事のために、地主の役馬を借りることができた。そしてホ

イアーリングは、共有地には法律上なんの権利も有していなかったけれども、共有地を事実上利用

することができた。ホイアーリングとの契約は常に期限が定められていて、通常は4年であったが、

更新されることもありえた。大土地保有農民は、土地なし世帯を一つあるいはいくつか置くこのシ

ステムが有益であることを知るようになり、国家当局と領主は、土地をもたない人々が必ずしも農

民保有地の担税力を減らすものではなく、土地をもたない人々にすらある程度まで税を課すことが

できる、ということを理解するようになった。

地方経済が純粋な農業経済の状態を続けていたとすれば、土地のない家族の総数は狭い限界内に

とどまったであろう。しかしながら、輸出を目当てとした農村の亜麻織物工業の拡大によつて、人

口増加はこの限界をのりこえることができた。早くも16世紀末期と17世紀初めに、オスナブリュッ

クの農村地方の農民が自分自身の消費のためだけでなく、販売をも目的として亜麻織物をつくって
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いたことを示す証拠がある。30年戦争が終わると、商業的な亜麻織物生産はますます重要になった。

地方の家内工業 (cottage industry)は よりいっそう大西洋経済に組み込まれていった。この地方

が生産する日の粗いタイプの亜麻織物は両アメリカ大陸で “osnaburg"と してよく知られており、

しばしば奴隷に着せる服の生地として使用されたので、「新植民地主義 (new colonialism)」

(Hobsbawm 1954)の台頭につれて需要が増大 した。他のヨーロッパの織物生産地域に比べて、

オスナブリュックの亜麻織物工業は、19世紀半ばの数十年に衰退するまで、独特の性格をもち続け

た (SchlumbOhm 1982,1983)。 オスナブリュックでは、
・
生産行程を構成する一一亜麻の栽培から

織布までの一一全段階が、通常は一つの世帯内で遂行された。さらに、亜麻織物生産を専業とする

人々や世帯は事実上存在せず、亜麻織物工業は兼業農家世帯にとってあくまで副次的な収入源にと

どまった。それゆえ、亜麻織物の製造は農業労働の季節的なサイクルに組み込まれ、特に紡糸作業

は、全生産行程のなかで最も多く時間を要する作業であったので、〔農閑期である〕冬に行われた。

他のプロトエ業地域とは違って、オスナブリュックの農村地方で家内工業に従事したのは、土地を

もたない家族や小土地保有農だけでなかった。ここでは、農村社会の全階級が亜麻織物家内工業に

携わったのである。大農場保有世帯はホイアーリングよりもはるかに大量の亜麻織物を販売し、小

土地保有農は中間的な位置を占めた。商人資本との関係においては、これら農村の生産者すべてが

独立保持を切望 し、都市もしくは国家によって統制された市場 (Laggの の支持を得て、買入制

0餞蠣聡 Sιθa)が維持された (cf.Kriedte,Medick,and Schlumbohm 1981 pp.98-101)。

家族形成と出生力における社会階層間の差異

16世紀半ばから19世紀初めにいたるまでを通じてベルム教区が経験したかなりの人口増加は、人

口流入 (immigration)に よるものではなかった。反対に、1830年代に北アメリカヘの大量移住が

始まる以前でさえ、いくらかの正味の人口流出 (emigratiOn)が あった。

このことは、この地方の家族がますます多くの子供を産み、その子供たちが無事に大人になって

結婚した、ということを意味する。世代を追うごとに、家族数は両親の時代よりも多くなっていっ

た。さらに人口学上の数字は、「人口学的温室」(demographic hothouse)を 意味するのではなく、

数世代にわたる着実な人口増加を凝集している。

ヨーロッパ的な視野でみると、女性の平均初婚年齢はいくぶん高めであった (cf.Wrigley and

Schofield 1983, p. 162; Flinn 1981, pp. 125-126; Knodel 1988, pp. 122-123)。  1651lFか ら1860

年までの 2世紀にわたって、女性の平均結婚年齢は26.5歳であった。17世紀末に28.4歳のピークに

達してから段階的に下がり、1770年代には一時的に上昇したけれども、再び低下して1820年代には

25。 3歳 という最低値を記録した (図 5)。         
。

―-45-―



経済研究 6巻 3号

図 5 ベルム教区 :女性の平均初婚年齢
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結婚あたり平均出生子数も、特に多いということはなかった。最初の結婚が無事に継続・完了し

た場合には、全体的に平均5。5人の子供が生まれた。この数字は、1700年頃の4。9人から19世紀初め

の6.0人に上昇した。この間のこうした変化が女性の結婚年齢の低下を反映しているということは、

結婚生活において意図的な出生力の制限が行われていないときに予想されることである。実際に夫

婦は、.目標とした数の子供をもったあとでも、子供を生むことを止めなかった。45歳まで生きた女

性の最終出産年齢は、平均して40.9歳であった。興味深いことに、女性の最終出産年齢の平均は、

1700年頃の40.3歳から19世紀半ばの41.4歳 に上がり、同時に結婚年齢も下がったのである。

女性の初婚年齢がどちらかといえば高めで、結婚あたり出生数もそれほど多くなかったことから

して、持続的な人口増加は期待しにくいであろう。しかし、人口が増え続けた重要な理由が一つあっ

た。それは、結婚があまねく行われたということである。単独相続にもかかわらず、結婚は、結婚

または相続によって保有地を獲得できる人々だけに決して限られていなかった。ホイアーリング制

と農村亜麻織物工業の興隆のおかげで、土地所有権をもたない男女も結婚することができた。1812

年のセンサスが示すところによれば、およそ3000人 の総人口のうち、45歳以上で結婚していなかっ

たのは、男10人、女 9人 (す なわち、この年齢集団のすべての男と女に占める比率では、それぞれ
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図 6 ベルム教区 :男性の平均初婚年齢
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3.5%と 3.2%)にすぎなかった4。

奉公人 (servant)で あるあいだは独身でなければならなかった。 しかしベルム教区では、奉公

人の身分は生涯の一時期にすぎなかった。1812年のセンサスが明らかにしているように、奉公人の

身分は14歳で一―同教区で大多数を占めたルター派に関するかぎり、堅信礼のあとに一一始まり、

そして通常の結婚年齢で終わるのが普通であった。1812年には292名の男性奉公人と312名の女性奉

公人のうち、半分 (男性50%、 女性53%)が 20歳以下であった。これらのグループを除いて、男性

奉公人の34%と女性奉公人の40%が 〔20歳以上〕30歳以下、そして40歳を超えていたのは男女両者

のわずか 2%にすぎなかった5。

ホイアーリング制は、一片の小作地、労働者としての雇用、および住むための小屋を用意してく

れた。亜麻織物生産は特に農閑期に追加所得を提供 してくれた。その結果、同教区のほとんどすべ

ての人が結婚できたのである。さらに、財産をもたない人たちは概して土地所有農民よりも若い年

4「 ョーロッパ型の結婚パターン」の地域としては、これはきわめて低い上ヒ率である。cfo Schofield 1985;Weir
1984; Henry and Houdaille 1978-1979, part l, esp. pp. 50-51, 57-58; IInhof 1990, pp. 69-70; Ehmer

1991, p. 239, cf. pp. 123-127, 310-319.
51812年のセンサス名簿では、14歳以上のほとんどすべての未婚者は、家族復元によってかれらが世帯主自身
の息子と娘であることが証明される場合でさえ、「奉公人」と呼ばれていた。そのような記載の仕方が行われ
ていない1858年のセンサス名簿では、奉公人の年齢分布はあまり分散していない。

Ψ

-47-



経済研究6巻 3号

齢で結婚した。男性の初婚年齢の平均は、土地をもたない下層民27.9歳、小土地保有農28.5歳、大

土地保有農民29。 1歳であった (図 6)。 この原則から外れる短い時期が若干あったけれども、それ

らを除けば、ベルム教区のこうした状況は、ジョン・ ノーデル (」Ohn Knodel)が ドイツの別の

村をサンプル調査した結果と対照的である。彼が研究した村落の大部分では、労働者は裕福な村民

よりも遅 く結婚したのである (Knodel 1988,pp.130-136;cf.Schlumbohm 1991)。 この対照的

な現象は、多分ベルムのようなプロトエ業化された農村教区 (agrarian_protoindustrial parish)

における家族形成の条件が他の村落のそれとは違っていた (社会構造が違っていたのと同様に)こ

とを示している。すなわち、ベルムでも、大保有地の相続人は他のところと同様に農場を単独相続

するまで結婚を延期せねばならなかった。他方、相続や結婚を通じて農場を受け継ぐことを期待で

きなかった人々にとって、比較的早い結婚にたいする障害はなにもなかった。

夫婦のあいだで意図的な産児制限が行われていなかったので、夫の結婚年齢よりも妻のそれが、

生まれてくる子供の数にはるかに重要な影響を及ぼした。社会階層による結婚年齢の相違は男性よ

りも女性においてずつと明瞭であるが、女性の階層別結婚年齢の高低関係は男性の場合とは逆になっ

ていた。この間変わることなく、土地をもたない男性は、土地保有農民に比して、より年配の女性

と結婚した。土地なし農民の配偶者の平均結婚年齢は26。 7歳、小土地保有農の配偶者のそれは25.8

歳、そして大農場所有者の配偶者のそれは24.4歳であった (図 5)。 これは、社会的身分に応じて

夫婦の年齢パターンに顕著な相違があったことを意味する。こうした相違は、それを史料によつて

初めて明らかにすることが可能になる18世紀初めから、研究対象になっている時期の最後にいたる

まで存続した。夫と妻の初婚年齢に関していえば、大土地保有農民は妻より普通4.7歳年上であり、

小農場所有農は3.3歳年上、土地なし農民は1.6歳年上であった。

土地なし農民の妻は土地保有農民の妻より晩婚であったけれど、彼女たちの出産期間が遅くまで

伸びることはなかったし、出産間隔が短くなるという傾向も見られなかった。これは、彼女たちの

生む子供数が通常、大土地保有農民の妻たちよりも1人少ないことを意味した。最初の結婚生活が

配偶者の死によって途絶えることなく45歳の誕生日まで続いた場合、大土地保有農民には6.4人の

子供がいたのにたいし、土地をもたない夫婦には5.4人 の子供しかいなかった。

ベルムにおける乳幼児死亡率はかなり低かった (cf.Imhof 1990;Knodel 1988,pp.39.46;

Wrigley and Schofield 1983,pp.175-180;Houdaille 1984;Flinn 1981,pp。 132-137)。 すなわ

ち、1771年 と1858年のあいだに、出生後 1年以内に死亡したのは15%で、70%が 15歳 まで生きた。

階級間の重要な差異はなかった。
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家族と社会階層間の (非)流動性

これらすべての子供たちはどの社会的地位を手に入れることができたのだろうか。この農村社会

では領主制と国家の統制のもとで保有地数が厳格に一定不変に保たれてきたという事実は、すべて

の世代の将来への見通しにとって極めて重要な意味をもった。事態の成り行きを規定したのは、一

定数しかない土地保有者の地位と増加する子供数とのあいだの不均衡であった。

分割できない大農場を所有する農民夫婦は、子供にどのような地位を与えることができたであろ

うか。まず第一に、子供たちの 1人だけが農場を相続した。地方研究の専門家たちが指摘するとこ

ろによれば、相続人の特権を与えられるのは長男か末男かという慣習は、村落ごと、農場ごとにさ

え異なっていた。古くからの了解によれば、男性相続人が生存しない場合にのみ、両親の保有地を

相続するチャンスが娘にまわぅてきた。だが個々の家族を研究してみると、地方で実際に行われて

いた相続は予想以上に柔軟性に富んでいたことが判る。息子が生存していたにもかかわらず、両親

は娘に農場を譲渡する場合があった。旧体制 (αんcjοん″」れの に十分に近い時代の学者たちは、

「地方の慣習ないし慣習法 Cαんを abrα

“
cん ο∂οr Gθ″οんんんοjおrθcんι,local custOm or common

law)と 法理論 (juridical theOry)と のあいだには大きな相違があること」をよく知っていた。

「前者は常に状況に適応し、矛盾するように見える原理の辻棲を合わせようとするのにたいし、後

者は常に一定不変の原理を無条件に実行しようとするのである」(Stive 1853=1882,vol.2,p.842)。

他のところでもそうであったように、相続人を選んで財産を譲渡することは、当時実施されていた

原則からの演繹ではなく、戦略の結果であった (Bourdieu 1976)。

第二に、大保有地をもつ両親は、平均して 1人の子供は同等の社会的地位の配偶者と結婚できる

だろうと想定できた。息子たちが相続人として優遇されたとすれば、それとの対応で娘たちは、同

等の保有地をもつ農民の妻になったであろう。この間ほとんど変わることなく、大土地保有農民の

圧倒的多数はかれらと同等の社会的地位の娘と結婚した。自分よりも低い身分の家族出身の配偶者

を選んだのは、 7人のうち 1人にすぎなかった。というのは、配偶者の結婚持参金は彼女 (ま たは

彼)の両親の財産に依存したからである。そして多額の結婚持参金は、生家を出ていく兄弟姉妹に

農場の相続人が支払わなければならない補償金の一部を賄うことができた。

大人の死亡によってつくりだされた空席は、大農場をもつ家族出身の 2人以上の子供が両親と同

じ農民としての地位を保持することを可能にした。死はもちろん個人にとって予測できない事故で

あった。さらにそれは、地方の住民全体にとつて生活と結婚の構造の一部を成していた。こうして

ベルムでは、結婚の29%は やもめになった人々の再婚であった。結婚市場における若い男女の見通

しをいっそう拡げたのは、寡婦の83%と 鰈夫の87%は、やもめになった人々を配偶者として選ばず、

初めて結婚する人たちの結婚相手よりもあまり年をとっていない未婚者を選ぶという事実であった。
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大農場をもつ寡婦と結婚する若い男は、自分の生家の姓を棄て、妻の姓、つまりより正確にいえば、

彼が結婚して受け継ぐ保有地の名前を引き継いだ。彼の法的地位は、最初の結婚による息子がいる

か否かにかかっていた。もしいなければ、彼は保有地を永久的なすべての権利とともに引き継いだ。

その当然の結果として、この農場におけるそれ以前の世代の血のつながりは、このような場合には

しばしば途切れた。しかしながら、もし以前の結婚による子供たちがいる場合は、新しい夫は、未

成年の相続人が成人するまで、保有地の一時的な管理者として行動するものと了解されていた。そ

れでもかれは、義理の息子に家長の地位を譲るとき、隠居分 (■ιιθれιθjι,retirement portion)を

当てにすることができた。

再婚を希望する寡婦と鰈夫によって結婚の見通しが拡がったとはいえ、大農場を所有する両親は

すべての子供に自分たちと同等の社会的地位を与えてやることはできなかった。こうして下降移動

(down mObility)を 経験した者もいた。1771年 と1860年のあいだに結婚した世代についてみると、

結婚する年齢に達するまで生きた大農場出身の子供たちの37%は、相続によっても結婚によっても

両親と同じ身分を確保できなかった。結婚して小農場を受け継ぐことによってなにがしかの土地を

獲得することができたのはわずか10%にすぎなかった。27%はかれらの生涯の残余期間をホイアー

リングとして過ごした。下降移動は息子たちよりも娘たちに広く見られた。結婚する年齢に達する

まで生きた娘たちの45%が下降の運命を経験したのにたいし、同じ運命をたどった息子たちは26%

にすぎなかった。下降移動は18世紀末期から19世紀初めを通じて増加し、1830年以後に少しもち直

した。この時期、相続人から外された子供たちのなかには、故郷でホイアーリングになるよりもア

メリカに移住するのを選ぶ者がいたようである。

同様に小保有地をもつ夫婦の子供たちも、結婚や相続を通じて自分の地位を維持しようとしたよ

うに思われる。けれども、驚くには当たらないことであるが、成功する者はますます少なくなって

いった。10人のうち4人以上、つまり息子のほぼ 3分の 1と 娘の半分以上が、ホイアーリングとし

て生涯を終えた。他方、小土地保有農の娘たちには、大農場の相続人と結婚できるチャンスが16分

の1の比率で存在した。彼女たちの兄弟にはほとんどなきに等しい可能性であった。

土地保有農民の子供たちのなかにも下降移動を経験した者がいたとはいえ、ホイアーリングの大

多数は、すでに18世紀の最後の 3分の 1期までに土地なし家族の出身者によって占められていた。

このことは、 8人の男性のうちほぼ 7人に妥当した。そして土地をもたない男性の 5分の 4が同じ

身分出身の娘と結婚した。男女とも、自分と同様に土地をもたない階級から配偶者をリクルートす

る傾向が引き続き強まっていった。18世紀末期に結婚した世代の男性のうち、81%がそのような結

婚をした。この比率は19世紀半ばには90%に上昇した。また女性の場合は、74%か ら88%に上がっ

た。
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土地をもてる者ともたざる者との結びつき :農民保有地の構造

大保有地において、農場所有者 (peasant Owner)は 母屋 (main house)に家族や奉公人と住

んだ。農場には 1軒以上の小屋を建てるのに十分なスペースがあった。というのは、農場主の家屋

は密集して建っているのではなく、村として緩やかにまとまっているか、もしくは互いに離れて建っ

ていたからである。土地をもたない家族は、農場内のこれらの小屋に住んだ。1772年のセンサスが

示すところによれば、大保有地に住む土地なし世帯の平均人数は2人であ2た。それは1858年 には

2.8人 に達し、最大値は 9人であった。人口が増加するにつれて、農場所有者は、自分の保有地に

新たな借家人として受け容れた世帯のために小屋を新設することができなくなった。1772年には、

土地なし世帯の75%が家や暖炉を共用していた。したがって大保有地とは、実際には特定の農場に

結びついた家屋の集合にほかならず、そこには相当数の人々が収容されていた。1772年には平均住

民数は16人であったが、1858年までにそれは23人に増えていた。最大値は56人だった。

大農場を所有する農民世帯とホイアーリングの世帯は、規模と構成においてまったく異なってい

た。1772年 に大土地保有農民の平均世帯規模は土地なし家族の 2倍以上であった (そ れぞれ8.4人

と4.0人)。 1858年までに土地なし世帯は5。 1人に増えていたのにたいし、大農場所有者の世帯規模

は変わらなかった (8.5人 )。 この世帯規模の相違の主要な原因は奉公人の存在であったことが、

1772年のセンサスから明らかになる。大土地保有農民は平均2.5人 (男女比は半 )々の奉公人をもっ

ていた。これにたいしてホイアーリングは、稀な例外は別として、まったく奉公人をもっていなかっ

た。大農場では、農場所有者とその家族は通常すべての仕事をかれらだけで行っているのではなかっ

た。年間を通じて二定量の追加的労働が必要であった。そのような労働は、農場所有者の世帯に住

込みの奉公人を雇うことによって調達された。しかしながら、季節的に必要となる労働のピークは、

保有地に住むホイアーリングとその妻に頼ることによって、もっと経費を節約する仕方で賄われた。

土地なし世帯の規模が小さい第 2の理由は、同居している息子や娘の数が少なかったことにあった。

1772年 には (1858年ではない)、 親族の同居は稀であった。土地をもたない家族にあっては、概し

て夫婦 2人が働いて食べていくのが精一杯であった。かれらの事実上すべての息子と娘の大多数が、

14歳 になると土地保有世帯の奉公人になるために家を出てしまっていた。しかしながら、大保有地

をもつ平均的な農民家族においては、14歳以上の息子か娘の 1人が 〔予定相続人として〕住み続け

た。そのうえ、大保有地をもつ農民世帯の平均規模は、世帯主またはその妻の父母やその他の親戚

の同居によってほぼ 1人分 (1772年には0.7人)だけ大きくなった。1772年 には、土地なし世帯に

おけるそのような拡大された関係の存在は稀であった (世帯あたり0.2人 )。

小土地保有農の平均世帯規模は、土地なし世帯のそれと大農場保有者のそれとのあいだにあり、

後者よりも前者に近かった (1772年には世帯あたり5.0人、1858年 には5.9人 )。 自分の農場に土地
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なし世帯を住まわせている小土地保有農はごく少数で、これらの土地なし世帯はふつう大家族では

なかった。だから、小農場に住む人々の平均数は1772年には6.4人、1858年には7.9人であった。

特定の保有地における土地保有農民と土地なし世帯は、もちろん経済的な絆で結びつけられてい

た。ホイアーリングは、住むための小屋、一片の小作地、および定期的に役馬の使用を必要とした。

農民のほうは、小作料と、仕事のピーク期にホイアーリングとその妻の労働を必要とした。しかし

ながら、経済的な関係のほかにも、ホイアーリングと特定の農民地主 (peasant landlord)を 結

びつける紐帯が存在したであろうか。地元で行われている説明のなかで相も変わらず強調されてい

るのは、土地をもたない人々は基本的に土地保有農民家族の子孫だったということである。しかし

ながら、土地をもたない家族のあいだでの階層内結婚 (self― recruitment)の増加は、この種の親

族関係がますます遠いものとなっていったにちがいないことを意味している。1858年のセンサスの

データを家族復元 (family reconstitution)と 結びつけることによつて、本稿が対象としている

時期の末期に関して、このタイプの問題をかなり正確に分析することができる。われわれは、世帯

主とその妻の半分以上について、かれらの父が土地をもっていなかったか、大農場保有者であった

か、あるいはまた小農場保有者であったかを確かめることができるのである。

このサンプルでは、土地をもたない男性世帯主のうち、91%は父親も土地をもっていなかった。

小土地保有農の息子と大農場保有者の息子は、それぞれわずか 6%と 3%にすぎなかった。土地を

もたない男性と結婚した女性の圧倒的多数 (83%)は同様に土地なし家族の出であったが、父親が

大土地保有農民や小土地保有農であった者もいた (そ れぞれ10%と 7%)。 こうして1858年までに、

社会的下降移動 (downward social mobility)は、土地保有家族出身の息子や娘の一部に影響を

与えていた。大土地保有家族出身の世帯主とその妻のうち、男性の81%は 1858年に大農場を保有し

ていたけれども、女性は58%にすぎなかった。男性の 7%と女性の30%は土地をもたず、男女とも

12%が小土地保有農であった。小土地保有農の出身者のうち、男性の28%と 女性の45%は土地をまっ

たくもっていなかった。

相続人から外されたこれらの土地保有農民の息子や娘は、ホイアーリングとして生家の農場にと

どまったのであろうか。この場合かれらは、土地をもたない世帯全体のなかでまったくの少数派だっ

た。しかしそうだとしても、かれらはもしかしたら土地保有者と土地なし層との全体的関係におけ

る安定化要素であったかもしれない。というのは、特定の農場のホイアーリングの1人が地主の兄

弟または義理の兄弟であったとすれば、こうした「親族関係」(“kin relationship`")は 、土地保

有家族と土地なし家族との「結びつきを別の色で染めあげ」 (“ color other ties")、 こうして両当

事者が「階級意識」 (“consciousness of class membership")に 目覚めるのを阻止するのに役立

ちえたからである (Mintz 1973/1974b,pp.305,319;cfo Mintz 1973/1974a,esp.p.101)。 し

かしながら、われわれの研究が明らかにするところでは、19世紀半ばのベルムではそのようなこと
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はほとんどありえなかった。土地保有農民の息子と娘は土地をもたない住民全体のなかではごく少

数にすぎなかった。そして、かれらのうち小土地保有農の息子や娘は、事実上すべて自分が生まれ

た農場を去らざるをえない運命にあうた。その農場はしばしば 1家族以上が住める大きさではなかっ

たからである。さらに、大土地保有農民の息子や娘のうちで相続人から外された者の半分は、両親

の農場を去ってベルム教区のどこかでホイアーリングになった。土地保有家族の相続人から外され

た子女が、幸運な兄弟姉妹の 1人が結婚で獲得した保有地でホイアーリングとして暮らすという事

例は、一つとして見出されなかった。農場所有者の子女が世帯主またはその妻であるような土地な

し世帯を含んだ大保有地は、10件に 1例 しかなかった。このように、農場所有者とその保有地にい

るホイアーリングとのあいだでは、緊密な血縁の紐帯は稀な例外であった。

他方、土地をもたない階級の一員として生まれた人々のあいだでは、親族の絆は重要だったよう

に思われる。かれらは助け合ってホイアーリングの勤め口を見つけ、兄弟姉妹の 1人が自分のいる

農場にもう1人を呼び寄せた。1858年に土地なし世帯の戸主またはその妻であった人々の兄弟姉妹

関係を確かめてみると、同じ農場にホイアーリング (cO現しじθrι
jんgθ οれιんο sαれθんοιαjんg)と し

て雇われている兄弟姉妹がほぼ 4件に 1例の割合で見出される。親族ネットヮークは、世代間でも

同様に重要であった。年老いた人々や若い夫婦は、しばしば親族関係を通じて住むべき場所を見出

した。特に経済的に困難な時期にはそうであった。1772年に見られた状況とは反対に、1858年には、

土地なし世帯にはやもめゃ既婚者がかなりの程度同居していた。家族復元からは、センサスのリス

トそのものがしばしば隠していることが明らかになる。稀な例外は別として、これらのやもめゃ既

婚者は世帯主やその妻の近い親戚で、通常は両親や息子/娘であった。そのうえ、もっと詳しく分

析してみると、かれらは血のつながった両親や子供でなく、継親や継子、あるいは死亡した前夫や

前妻の両親 (かれらは再婚した義理の息子や娘と同居し続けていた)であったことが判る。住居は

狭く経済的手段もきわめて乏しかったにもかかわらず、このような 1人あるいは複数の親戚を住ま

わせていた土地なし世帯の比率は19%で あった。これは、大農場保有世帯に劣らない値である。こ

の農村社会では、貧 しい人々は「親戚について貧 しく」 (“poor in relative")は なかった

(Bourdieu 1976,p.121)。 むしろ貧しい土地なし階級における世代間の関係は、譲渡すべき土地

財産をもった家族に劣らず強かったように思われる。土地をもたないということは親族をもたない

ということを意味しなかった6。

6こ の発見は、「財産がない場合には拡大された親族の紐帯を発展させる傾向がほとんどない」(Sabean 1976,
p.98)と いう見方と合致しない。南西 ドイッの農村については、cf.Sabean 1990,p.35:「両親が尊敬さ
れたのは財産の源泉だったからであり、少なくとも表された価値からみて、費やされるべき 〔……〕努力量
は、譲渡される財産額にまさに比例していた。」
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地方の土地所有農民と土地をもたない下層民が、かれらの保有地、世帯、家族を組織した仕方は、

外生的な経済的・社会的変化にたいする対応としてだけでなく、人口学的 0社会的発展を形成する

積極的な貢献とでしても観察されるべきである。過去の人々によって階級が知覚され、演じられ、隠

される仕方は、保有地や世帯や家族といったミクロ構造によって影響を受けたと思われる。ここで

のわれわれの事例を、疎遠に見えるかもしれない類例と比較してみるのは、問題の要点を明らかに

するのに役立つかもしれない。 フランスの文化人類学者ベルナール・ ヴェルニエ (Bernard

Vernier,)に よって分析された (1984年)ギ リシアのカルパ トス島では、19世紀と20世紀初めに同

じように単独相続が行われていた。しかしながら、経済的・生態的条件があまりにも貧弱であった

ため、相続人から外された子供たちは、結婚して世帯を形成する手段をもたないのが普通であった。

そのかわりかれらは、自分たちより幸運な兄弟姉妹の家族内に独身の労働者としてとどまった。こ

の飼い殺しにされる人々 (exploited group)は こうして自分を生物学的に再生産するチャンスを

奪われたのであるが、財産を有する家族の一員だという自覚をもち続けた。近世北西 ドイツからの

われわれの事例では、農業制度と亜麻織物家内工業との同時的な発展によって、財産をもたない人々

も結婚して家族をもつことが可能になった。その結果として、農村プロレタリアート階級が出現し、

19世紀初めには全世帯の 3分の 2以上を構成するまでになった。しかしこれらのプロレタリアート

は解放されず、土地保有農民と完全に対立していた (cfo Mooser 1984,pp.255-266,350-355)。

この地域の特殊な農業社会制度は、領主と身分制議会と国家のかなり厳格な統制のもとで、プロト

エ業化によって解体されたのではなく、編成しなおされた。亜麻織物工業の季節的な性格は、社会

的分業の欠如と相侯って、農業制度に緊密に組み込まれたので、土地保有農民は脅かされることな

く支配を続けた。のみならず、かれらは農村工業の領域にまでに進出した。このように、他の多く

のプロトエ業地域とは違って (Kriedte,Medick,and Schlumbohm 1981,pp.64-73;Braun 19

90)、 土地をもたない階級は土地保有農民のヘゲモニーから多少とも解放されるようにはならなかっ

た。そのかわり、かれらは小さな集団に分けられて、個々の大農場に雇われた。確かにかれらは自

分自身の世帯と経済をもった。しかしかれらの経済は、農場所有者のそれときわめて緊密に結合さ

れていたので、半分しか独立していなかった。ホイアーリングは、農場保有者から仕事を命ぜられ

る度ごとに、自分の小作地での仕事をあとまわしにせざるをえなかった。そして畑仕事のなかのい

くつかは、地主の役畜を借りずに行うことができなかった。

19世紀半ばの数十年間までにプロトエ業の条件は悪化し、共有地の分割はホイアーリングから農

業的経済資源の重要な部分を奪い取ってしまった。この時期までに、土地をもたない家族と土地保

有家族のあいだの親族関係は希有の例外になっていた。他方で、土地をもたない家族のあいだでの

結
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親族関係は強められたように思われる。それに、ホイアーリングが自分たちを土地保有農民とは異

なった階級、土地保有農民に搾取される階級として自覚 しはじめたことを示す徴候もいくつか見 ら

れる。1833年にベルムからアメリカに移住 したあるホイアーリングの別れの手紙が残っており、そ

のなかで彼は地方の国家役人に自分の境遇を説明しようとした。

「 どのように土地保有農民がホイアーリングを扱うかという事態の本質全体を説明しましょ

う。第 1に ホイアーリングは、貧弱な小作地の対価として土地保有農民に重い貨幣小作料

を支払わねばなりません。第 2に ホイアーリングは、土地保有農民を助けて耐えきれない

ほど多 くの仕事をしなければならないので、自分自身の仕事は夜にせぎるをえません……

貧 しいホイアーリングが 1日分の賃金を稼ごうとすれば、『駄目だ。お前は私の仕事を手

伝わなくてなならない。さもなくば、今すぐ私の小屋から出ていけ』と言われます。この

ように、全体的な状況をいえば、ほとんどすべてのホイアーリングは貧 しく、 ドイツを去っ

て他の国へ移住することを余儀なくされています。もし貴方様がこれを変えることができ

なければ、事態は悪化するばかりでしょう……土地保有農民はホイアーリングを食いもの

にしています……」

1848年には、現状に甘んじるか、それともアメリカに移住するかという選択のほかに、第 3の選

択肢が現われるように思われた。オスナブリュック地域のいくつかの教区で、ホイアーリングは結

社をつ くったり、力ずくで土地保有農民と政府にかれらの境遇を改善させるために暴動を起こした

りしたのである。
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183-199)で ある。オスナブリュックのベルム教区を扱ったこの論文の内容は、若尾祐司によって、

結婚行動を特徴づけるいくつかの論点一一①平均初婚年齢、②出生力、③婚前の妊娠と出産、④結

婚による社会的移動性、⑤結婚による地理的移動性一一をめぐって、ヴュルテンベルクのキービン

ゲン村およびラーヴェンスベルクのクヴェルンハイム教区との比較で紹介されている1。

ユルゲン・ シュルムボームは『工業化以前の工業化』の共著者のひとりとして有名であるが、参

考文献に挙げられている以外の彼の論文・著書としては、以下のものがある。最後の著書は、シュ

ルムボームがこの論文の最初の注で出版を予告していた研究である。

Der saisonale Rhythmus der Leinenproduktion im Osnabricker Lande wahrend des spaten

18.und der ersten H嵐 lfte des 19.Jahrhunderts.Erscheiningsbild,Zusanlmenhange und
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30年戦争が終わると、 ドイッの農村地域では持続的な人口増加が始まった。プロトエ業化が展開

した農村地域では特に著 しい人口増加が見られた。産児制限が普及する以前の時代には、出生力は

基本的に結婚性向 (nuptiality)一 結婚年齢と結婚頻度 (結婚する人の割合)‐一―によって社会

的に制御されていた。ところが、プロトェ業地域では、農村家内工業の発展によって恒常的な就業

機会が創 りだされて農業以外の収入源が生まれたため、相続に与 らない人々にとっても結婚が可能

ないし容易になったばかりでなく、家族労働を基礎とする家内工業の性格からして平均的な結婚年
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齢も下がったからである。そしてこの人口増加は一般に農村住民の階層分化をひき起こした。しか

し、農村社会における階層分化のあり方は決して一様ではなく、地域によってかなり違っていた。

この違いを規定した重要な要因の一つは、地域によって異なる相続慣習であった。一般的にいって、

分割相続 (Realteilung)に あっては農地はじだいに細分化されて小さくなっていき、単独相続

(Anerbenfolge,Anerbenrecht od.geschlossene Vererbung)の 場合には農地はいつまでも大き

なまま保たれて伝わる確率が高いので、農村の景観としては、分割相続地帯では「耕地面積の少な

い小農家が群がった村ができあがる」が、これにたいして単独相続地帯では「広い農場をもった大

農家が、隣家との間隔をあけて、ぽつりぽつりと孤立して立つようになる2。 」この現象を階層分化

の観点から捉えると、分割相続の地域では、農民保有地の細分化と農民層自体の分化が生じるのに

たいし、単独相続の地域では、農民保有地数が比較的固定されたままで、いわゆる「農民以下の下

層民」 (unterbauerliche Unterschichten)一 一 かれらは地域によってさまざまな名称で呼ばれた

一―が広汎に形成される3。

このような枠組のなかにベルム教区の農村社会を位置づければ、それはプロトエ業化が展開した

単独相続地帯に属する。ベルム教区の人口は17世紀半ばから19世紀の30年代までに 3倍に増加する

が、増えたのは一―他の単独相続地域と同様に一 まったく土地をもたない農民以下の下層民であっ

た。1812年には総世帯数の約70%を 占めるまでに増加したこれらの下層民は、農業労働者と小作人

の性格を合わせもつホイアーリングとして、かれらの雇主であり地主および家主でもある (大)土

地保有農民の農場経営に組み入れられた。

ところで、こうした急激な人口増加を可能にしたのは、30年戦争終結後にますます発展してきた

プロトエ業としての亜麻織物工業の展開であった。家内工業の形態をとったこの地域の亜麻織物生

産は、独特の性格をもっていた。他のプロトエ業地域とは違って、オスナブリュックの農村では亜

麻織物の製造はあくまで副業にとどまり、亜麻織物生産を専業とする世帯や階層は全期間を通じて

存在しなかった。言い換えれば、ここでは土地をもたない家族や小土地保有農だけでなく、農村社

会の全階層が亜麻織物工業に従事したのである。しかも、最も大量の亜麻織物を販売したのは本農

場所有農民だった。もう一つの重要な特徴は、紡糸業と織布業への分化といった社会的分業が形成

されず、亜麻の栽培から織布にいたる全作業工程が通常は同一世帯内で遂行されたという点である。

亜麻織物の製造は農業労働の季節的サイクルに組み込まれ、最も多くの時間を要する織布作業は農

閑期である冬に集中して行われた。最後に、農村で亜麻織物家内工業に携わったこれらすべての生

産者は、問屋制によつて支配されることなく、都市もしくは国家の統制機関である展示・販売所

(Legge)を通じて買入制を維持することができた。

すでに述べたように、当時において出生力を規定 した 2大要因は特に女性の結婚年齢と結婚頻度

であった。では、ベルム教区における人口増加は、これらの要因がどう変化することによつて実現
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されたのであろうか。まずこの教区の女性の平均初婚年齢は、17世紀末に28.4歳のピークに達した

のち低下が始まり、1770年代には再び上昇するが、その後段階的に下がって1820年には25。 3歳 とい

う最低値を示した。他方で同時に、最終出産年齢が1700年頃の40.3歳から19世紀半ばの41.4歳へと

高くなったことは、結婚年齢の低下と同じ結果をもたらした。こうして結婚あたり平均出生数は、

1700年頃の4.9人から19世紀初めの6.0人に増えた。だがそれ以上に重要な要因は、ホイアーリング

制とプロトエ業化のおかげで、相続や結婚によって保有地を獲得できない人々も結婚することがで

きるようになったので、結婚頻度が高かくなったこと、逆の言い方をすれば生涯未婚率が低くなっ

たことである。1812年には、45歳以上で結婚歴のない男女がこの年齢集団に占める比率は、それぞ

れ3.5%と 3.2%に すぎなかった。また、ここでは乳幼児死亡率がかなり低かったことも、持続的な

人口増加に寄与したにちがいない。

1若尾祐司『近代 ドイツの結婚と家族』名古屋大学出版会、1996年、205ペ ァジ以下を参照。
2坂井洲二『 ドイツ民俗紀行』法政大学出版局、1982年、105ペ ージ。
3若尾祐司『 ドイツ奉公人の社会史』 ミネルヴァ書房、 1986年、 151-152ペ ージ。 Sieder,Reinhard,
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